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一時金妥結 
 

春闘要求の一時金について 5 月 30 日（月）、6 月 13 日（月）、16 日（木）団体交渉が行

われ、16 日に妥結に至りました。16 日の団交では、学園側は石田事務局長・古川学務局長・

梅沢事務局次長・大熊総務部長・佐藤人事課長・吉永財務部長、組合側は沼口委員長・池田書記

長・兵頭執行委員・北澤執行委員・山中執行委員・大杉がそれぞれ出席し、今までの議論を踏ま

え、交渉を行いました。 

5 月 30 日の団交で学園側は、中長期財政の状況から考えて、今後学園では毎年 10 億円の赤

字が出ることが予想されるため、人件費の抑制を行わざるをえず、その手始めとして、規程にな

い一時金を今後数年間にわたり夏期・冬期合わせて 0.1 か月分ずつ段階的に削減したいと提案し

てきました。しかし組合側は財政的に財源がない訳ではなく、従来から主張している役職手当の

削減等に手を付けない状態で、こうした削減には応じられないとして、団交は再度持ち越されま

した。 

6 月 13 日の団交で組合は、全教職員の一時金削減に手を付けるのであるならば、収入が相対

的に多い大学教員の役職手当削減、教職員役職者の賞与加算額（役職者手当分が賞与計算に加算

される額）の削減、役員・評議員（学内）報酬の削減が必要であることを学園側に強く伝えまし

た。これに対し学園側は数年で役職が交替になる教員はともかく、職員役職者の賞与加算額削減

についてはモチベーションの低下を理由に応じることはできないということで、再度の団交を行

うことになりました。 

そして 6 月 16 日の団交では議論の結果、下記の通り同意し妥結に至りました。 

（１）夏の一時金は従来通り支給するが、冬の一時金は 0.1 ヵ月削減 

（２）0.1 ヵ月の削減の前提条件として、以下のことを学園側は実施する。 

① 教員役職者の賞与加算額の段階的廃止（来年 6 月より全廃）、職員役職者についても徐々

にその方向で検討する。 

② 教員役職者手当の削減（来年 4 月以降実施） 

③ 役員・評議員（学内）報酬の削減（来年 2 月の評議員会で提案） 

④ 定期昇給年齢上限の段階的引き下げ（5 年をかけて実施） 

（３）（2）の施策が進行する過程に合わせ、組合は財政状況の改善に向けた年間一時金見直し

について協議に応じる。 

いずれにせよ、当面このように厳しい状況が続きますが、どうぞご理解とご支援の程、よろし

くお願い致します。                         （文責：大杉由香） 

 

一時金妥結内容 
      夏期一時金は昨年度同様の水準で従来通り支給 

      冬期一時金については 0.1 か月減額 

支給日 
      夏期一時金   6 月 27 日（月）（確定） 

      冬期一時金 12 月 15 日（木）（予定） 
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* Ver.2はより正確さを期して書きました。 
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豊かな発想で楽しく魅力的な学園を！ 

 

桐１１０４号 （2016 年６月２０日発行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

大東文化学園教職員組合連合主催 

恒例の夏行事 

 夏本番を前にビアパーティーを開催します！ 
 

7月 2１日（木） 

1７：００～２０：００ 

板橋キャンパス生協食堂にて 
 

 お誘い合わせの上、 

 ふるってご参加ください！ 
 

 

組合事務室開室日のお知らせ        

６月後半～７月の組合事務室開室日は会議等により下記の通りになります。 

何かとご不便をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

開室日： 6 月 2０日（月）・２１日（火）・２２日（水）・24 日（金） 

          2７日（月）・２８日（火）・２９日（水） 

７月 1 日（金）・４日（月）・５日（火）・６日（水）・8 日（金） 

１１日（月）・1２日（火）・１３日（水） 

１9 日（火）・２０日（水）・２１日（木） 

２５日（月）・２６日（火）・２７日（水）・２８日（金） 

開室時間： 9：30～17：30 （昼休み 11：30～12：30） 

 

 
 
 

新学期が始まったと思ったら、早くも６月後半、高校では間もなく期末考査を迎えます。期末考査が終わる

と、高校は自宅学習期間を経て、７月 20 日に終業式、そして夏休みとなります。よく「学校の先生は休みが

多くていいですね」などと言われます。けれども実態は、いわば「夏期特別勤務期間」と言った方が正しいか

も知れません。先生によっては、通常の授業期間の方が楽だということもあります。夏休みは、多くのクラブ

では合宿があります。そして練習や練習試合、そして公式戦などと、連日の部活指導が入ってきます。さら

に、夏休みにも大学受験に向けた「進学講習」や、「勉強合宿」まであります。高校は土曜日も授業があるの

で、平日に一日「研修日」をいただいていますが、夏休みとなるとそれがなくなります。何週間も休みがない

という教員も少なくありません。 

  今、組合では、高校のクラブ指導手当を重点要求として掲げています。特に切実なのが、休日の指導に対す

る手当です。大会や練習試合などの引率出張では手当がありますが、校内での練習となると、それはありませ

ん。少し大雑把に計算してみましょう。部活動に熱心な教員は、連日部活指導とその後に授業準備、事務処理

などがあります。仮に平日帰宅時間の平均が８時、土曜日が６時半とすると（これでも控えめですが）、週平

均の残業時間が２１時間、１ヶ月４．５週間とすると約９５時間。それに休日指導は最低でも半日なので…こ

のくらいにしておきましょう。都立高校では、「特殊勤務手当」として、休日の部活動指導に対する手当が支

給されています。連合では、まずはそこを第一に実現したいと考えています。その上で、さらに日常的な部活

動の指導についても、手当の支給を強く求めてゆきます。 

皆様のご理解とご支援をいただければと思います。 

 

本紙は大学組合ｗｅｂサイト 

ｈｔｔｐ：
//www.boreas.dti.ne.jp/ 

daito-un/ にも 

掲載しています。 

本紙へのご投稿、ご意見、ご質問は 

daito-un@boreas.dti.ne.jp  
に 

お寄せください。 
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今年は 

少し早めの 

お時間です！ 

 

一高レポート② 

 

 


